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尾張旭市議会意見交換会実施要綱 

（令和３年３月２２日 議会運営委員会確認） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、尾張旭市議会が開催する意見交換会の運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 意見交換会の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 議会及び議員の活動について理解を深める。 

⑵ 市民の様々な意見を参考にし、政策提案機能の強化を図り、市政に活か

す。 

（開催の要請及び申込等） 

第３条 意見交換会の開催を要請しようとする常任委員会、議会運営委員会又

は特別委員会（以下「委員会」という。）は、尾張旭市議会意見交換会開催

要請書（様式第１号）を議長に提出しなければならない。 

２ 意見交換会の開催を申し込もうとする市内で活動する団体又は自治会等（

以下「団体等」という。）は、開催希望日（ただし議会の会期中を除く。）

の３か月前までに、尾張旭市議会意見交換会開催申込書（様式第２号）に次

に掲げる書類を添えて議長に提出しなければならない。 

⑴ 団体等の規約又は会則若しくはこれに類する書類 

⑵ その他議長が必要と認める書類 

（意見交換会の開催と決定） 

第４条 議長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、意見交換会開催の可

否を決定し、意見交換会のテーマに関連する委員会若しくは議員を指名し、

全議員に報告するものとする。 

⑴ 委員会から意見交換会の開催の要請があったとき。 

⑵ 団体等から申込みがあったとき。 

⑶ その他議長が必要と認めるとき。 

２ 議長は、前項の規定により開催の可否を決定したときは、次の各号に掲げ

るとおり通知する。 

⑴ 開催する場合 尾張旭市議会意見交換会開催決定通知書（様式第３号） 

 （以下「決定通知書」という。） 

  なお、開催の決定を受けた団体等は、決定通知書受理後１か月以内に参 

加者名簿を議長宛に提出するものとする。 

⑵ 開催しない場合 尾張旭市議会意見交換会非開催決定通知書（様式第４

号） 
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（公平性の確保） 

第５条 同一又は類似の団体等との意見交換会は、公平性確保のため、原則と

して同一年度内は開催しないこととし、前回の開催から１年以内は開催しな

いものとする。 

（議題） 

第６条 意見交換会の議題は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 市政に関する事項 

⑵ 市議会に関する事項 

⑶ その他議長が必要と認める事項 

（日程及び会場） 

第７条 意見交換会の日程及び会場は、委員会若しくは議長が指名した議員が

団体等と調整の上、決定する。 

（出席議員） 

第８条 意見交換会に出席する議員（以下「出席議員」という。）は、次に掲

げるとおりとする。 

⑴ テーマに関する常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の委員 

⑵ 議長が指名する議員 

（意見交換会の運営） 

第９条 意見交換会における司会進行は委員会等により決定し、記録者２名を

選任する。 

（記録及び報告） 

第１０条 意見交換会の内容は、意見交換会終了後、１か月以内に取りまとめ、

意見交換会報告書（様式第５号）により議長へ提出するものとする。 

（対応及び公表） 

第１１条 議長は、前条の報告書の提出があったときは、意見等の対応方針協

議を行い、速やかにその内容を市議会ホームページ及び市議会だよりに掲載

し、公表する。 

（次第） 

第１２条 意見交換会は、１時間程度とし、次第は概ね次のとおりとする。 

⑴ 開会あいさつ 

⑵ 出席者紹介 

⑶ 意見交換 

⑷ 閉会挨拶 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会若しくは議長
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が指名した議員において協議し、決定する。 

 

 附 則 

 この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条第１項関係） 

尾張旭市議会意見交換会開催要請書 

 

記 

 

 

   年  月  日 

尾張旭市議会議長 殿 

 

 

委員長名           

 

下記のとおり、尾張旭市議会意見交換会実施要綱第３条第１項の規定によ

り議会意見交換会の開催を要請します。 

 

 

 

 

意見交換の 

テ ー マ 

 

 

 

 

テーマ： 

(補足説明) 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換を 

行う団体等 

□ 指定する団体等（名称：           ） 

□ 公 募 

日  時   年  月  日（  ）  時  分 ～ 

会  場  

備  考  
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様式第２号（第３条第２項関係） 

尾張旭市議会意見交換会開催申込書 

 

記 

※希望日時は、第３希望までご記入ください。なお、会議の都合等により希望

に沿うことができない場合もありますので、ご了承ください。  

    年  月  日 

尾張旭市議会議長 殿 

   団体の名称            

代表者住所            

氏名               

電話番号               

下記のとおり、尾張旭市議会意見交換会実施要綱第３条第２項の規定によ

り議会意見交換会の開催を申し込みます。 

 

 

 

 

意見交換の 

テ ー マ 

 

 

 

 

テーマ： 

(補足説明) 

 

 

 

 

 

 

希望日時 

第１希望    年  月  日（  ） 時  分 ～ 

第２希望    年  月  日（  ） 時  分 ～ 

第３希望    年  月  日（  ） 時  分 ～ 

参加予定 

人  数 
 

会  場  

備  考  
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様式第３号（第４条第２項関係） 

 

尾張旭市議会意見交換会開催決定通知書 

 

 

   年  月  日 

 

 

 様 

 

尾張旭市議会議長          

 

  年  月  日付で申し込みのあった議会意見交換会の実施に

ついて、下記のとおり決定しましたので通知します。 

記 

実施日時   年  月  日（ ） 時  分から  時  分まで 

実施場所  

実施内容  

備 考  
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様式第４号（第４条第２項関係） 

 

尾張旭市議会意見交換会非開催決定通知書 

 

 

    年  月  日 

 

 

 様 

 

尾張旭市議会議長          

 

  年  月  日付で申し込みのあった議会意見交換会の実施に

ついて、下記のとおり開催しないことと決定しましたので通知します。 

記 

（開催しない理由） 
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様式第５号（第１０条第１項関係） 

 

意見交換会報告書 

年   月   日 

尾張旭市議会議長 殿 

 

委員名（議員名）      

 

意見交換会実施要綱第１０条第１項の規定により、次のとおり報告します。 

 

 

開催日時  

 

年  月  日       時   分～       時   分 

 

開催場所 

 

出席議員 

 

 

 

 

 

 

参加人数 
 

                        人 

  団 体 名 

 

テ ー マ 

 

主な意見 

 ・提言等 

 


